
第 5 1 1 回 愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

 

 

 

日 時 令和 5年 8月 4日(金) 

午前 10時 30分～ 

場 所 名古屋合同庁舎第 2号館 3階 

共用大会議室 

 

 

 

会 議 次 第 

 

 

 

1 開 会 

  

2 議 題 

  

(1) 愛知県最低賃金の改正決定について 

  

(2) 愛知県の特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について 

  

(3) 愛知県の特定最低賃金の改正決定について 

  

(4) その他 

  

3 閉 会 
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資 料 目 次            

 

資料 No  

1 愛知県最低賃金の改正決定に関する報告書 ○写  

2 愛知県の特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告) ○写  

3 最低賃金引上状況等の推移（愛知）令和４年度版 

  

  

  

 



 



 
 

令和 5年 8月 4日 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会 長 中 山 徳 良 殿 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

愛知県最低賃金専門部会 

部会長 中山 徳良 

 

 

 

愛知県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和5年7月4日、愛知地方最低賃金審議会において付託された愛知

県最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に

達したので報告する。 

また、平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改

定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、

別紙２のとおり令和3年10月1日発効の愛知県最低賃金（時間額955円）は、令和3年度

の愛知県の生活保護費を下回っていなかったことを申し添える。 

なお、愛知県最低賃金の改正決定に当たっては、政府に対し、別紙３の事項を強く

要望する。 

本件の審議に当たった当専門部会の委員は別紙４のとおりである。 

 

  

-1-



別紙１ 

 

愛知県最低賃金 

 

１ 適用する地域 

愛知県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,027 円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

令和 5年 10月 1日 
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別紙２ 

愛知県最低賃金と生活保護費との比較について 

 

１ 最低賃金 

（１）件名  愛知県最低賃金 

（２）最低賃金額 時間額955円 

（３）発効日 令和3年10月1日 

 

２ 生活保護費 

（１）比較対象者 18歳～19歳・単身世帯 

（２）対象年度 令和3年度 

（３）生活保護費(令和3年度) 

生活扶助基準(第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費)の愛知県内人口加重平

均に住宅扶助の実績値を加えた金額（103,256円） 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の1か月換算額（注）と上記２の（3）に掲げる金額とを

比較すると愛知県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

 

（注）1か月換算額 

955円(愛知県最低賃金)×173.8(1か月平均法定労働時間数)×0.816(令和3年

度可処分所得の総所得に対する割合)＝135,439円 
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別紙３ 

政府に対する要望 

 

１ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備のため、特に地方、

中小企業・小規模事業者に十分配意し、生産性向上の支援を図るとともに、官公需

における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継

続的に実施すること。 

 

２ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給

し、賃上げを実現できるように、生産性向上等への支援を一層強化すること。特に、

事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に

支給される業務改善助成金については、対象となる事業場を拡大するとともに、最

低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一

層の実効性ある支援の拡充を図ること。 

 

３ 賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構

築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強化に取り組み、税制を含め

更なる施策を検討すること。さらに、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一

層活用できるよう充実した支援を行うこと。 

 

４ 価格転嫁対策については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化施策パッケージ」（令和3年12月）・「改正振興基準」（令和4年7月）に基づき、中

小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネ

ルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた取組を強化すること。  
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別紙４

　(敬称略、五十音順)

堀 江
ホ リ エ

公 仁 子
ク ニ コ

株式会社フェアウィンド　代表取締役

梶 原
カ ジ ワ ラ

弘 司
ヒ ロ シ

愛知県経営者協会　会員サービス部　担当部長

太 箸
フ ト ハ シ

俊 一
シ ュ ン イ チ

愛知県中小企業団体中央会　事務局長

使用者代表委員

氏　　　　　名 現　　職　　等

安 藤
ア ン ド ウ

知 子
ト モ コ 全ユニー労働組合　中央執行副委員長

日本労働組合総連合会愛知県連合会　副会長

大 脇
オ オ ワ キ

匡 人
マ サ ト 日本労働組合総連合会愛知県連合会

労働条件局長

木 戸
キ ド

英 博
ヒ デ ヒ ロ

ＣＫＤ労働組合　中央執行委員長
ＪＡＭ東海　執行委員長　兼　愛知県連会長
日本労働組合総連合会愛知県連合会　副会長

氏　　　　　名 現　　職　　等

中 山
ナ カ ヤ マ

徳 良
ノ リ ヨ シ

名古屋市立大学大学院経済学研究科長・経済学部長

愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会
愛知県最低賃金専門部会委員名簿

(令和5年7月26日現在)

公益代表委員

氏　　　　　名 現　　職　　等

長 谷 川
ハ セ ガ ワ

ふ き 子
コ

成田・長谷川法律事務所　弁護士

水 野
ミ ズ ノ

有 香
ユ カ

愛知大学経済学部　教授

労働者代表委員
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令和 5年 8月 4日 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会長 中山 徳良 殿 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

検討小委員会 

委員長 長谷川 ふき子 

 

 

 

愛知県の特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告) 

 

当小委員会は、令和5年7月4日愛知地方最低賃金審議会において付託された標記に

ついて、関係資料の検討等3回にわたり、慎重に審議を重ねた結果、別紙1のとおりの

結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は、別紙2のとおりである。 
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別紙1 

 

以下2件の愛知県の特定最低賃金について、改正決定することを必要と認めると

の結論に達した。 

 

1 愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最

低賃金公示第3号) 

2 愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6

号) 

 

以下3件の愛知県の特定最低賃金について、改正決定の必要性有りとの結論に達

し得なかった。 

 

1 愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成

20年愛知労働局最低賃金公示第4号) 

2 愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造

業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第5号) 

3 愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第9号) 
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別紙２

　　区分

（敬称略・五十音順）

氏　　　　　名 現　　職　　等

愛知地方最低賃金審議会
検 討 小 委 員 会 委 員 名 簿

令和５年７月４日現在

公
益
代
表

鈴 木
ス ズ キ

進 也
シ ン ヤ

いぶき法律事務所　弁護士

中 山
ナ カ ヤ マ

徳 良
ノ リ ヨ シ

名古屋市立大学大学院経済学研究科長・経済学部長

長谷川
ハ セ ガ ワ

ふき子
コ

成田・長谷川法律事務所　弁護士

労
働
者
代
表

安 藤
ア ン ド ウ

知 子
ト モ コ 全ユニー労働組合　中央執行副委員長

日本労働組合総連合会愛知県連合会　副会長

大 脇
オ オ ワ キ

匡 人
マ サ ト 日本労働組合総連合会愛知県連合会

労働条件局長

木 戸
キ ド

英 博
ヒ デ ヒ ロ

ＣＫＤ労働組合　中央執行委員長
ＪＡＭ東海　執行委員長　兼　愛知県連会長
日本労働組合総連合会愛知県連合会　副会長

使
用
者
代
表

梶 原
カ ジ ワ ラ

弘 司
ヒ ロ シ

愛知県経営者協会　会員サービス部　担当部長

太 箸
フ ト ハ シ

俊 一
シ ュ ン イ チ

愛知県中小企業団体中央会　事務局長

堀 江
ホ リ エ

公 仁 子
ク ニ コ

株式会社フェアウィンド　代表取締役
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令 和 5 年 8 月 4 日 

 

 

 

愛知労働局長 

阿部 充 殿 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会 長 中 山 徳 良 

 

 

 

愛知県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

当審議会は、令和 5 年 7 月 4 日付け愛労発基 0704 第 1 号をもって貴職から諮問の

あった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達し

たので答申する。 

また、平成 20 年 8 月 6 日付け中央最低賃金審議会の「平成 20 年度地域別最低賃

金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較したと

ころ、別紙２のとおり令和 3 年 10 月 1 日発効の愛知県最低賃金（時間額 955 円）は、

令和 3 年度の愛知県の生活保護費を下回っていなかったことを申し添える。 

なお、愛知県最低賃金の改正決定に当たっては、政府に対し、別紙３の事項を強く

要望する。 

  



別紙１ 

 

愛知県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

愛知県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,027 円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

令和 5年 10 月 1 日 

 

  



別紙２ 

愛知県最低賃金と生活保護費との比較について 

 

１ 最低賃金 

（１）件名  愛知県最低賃金 

（２）最低賃金額 時間額955円 

（３）発効日 令和3年10月1日 

 

２ 生活保護費 

（１）比較対象者 18歳～19歳・単身世帯 

（２）対象年度 令和3年度 

（３）生活保護費(令和3年度) 

生活扶助基準(第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費)の愛知県内人口加重平

均に住宅扶助の実績値を加えた金額（103,256円） 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の1か月換算額（注）と上記２の（3）に掲げる金額とを

比較すると愛知県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

 

（注）1か月換算額 

955円(愛知県最低賃金)×173.8(1か月平均法定労働時間数)×0.816(令和3年

度可処分所得の総所得に対する割合)＝135,439円 

 

  



別紙３ 

政府に対する要望 

 

１ 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備のため、特に地方、

中小企業・小規模事業者に十分配意し、生産性向上の支援を図るとともに、官公需

における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継

続的に実施すること。 

 

２ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給

し、賃上げを実現できるように、生産性向上等への支援を一層強化すること。特に、

事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に

支給される業務改善助成金については、対象となる事業場を拡大するとともに、最

低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一

層の実効性ある支援の拡充を図ること。 

 

３ 賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構

築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強化に取り組み、税制を含め

更なる施策を検討すること。さらに、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一

層活用できるよう充実した支援を行うこと。 

 

４ 価格転嫁対策については、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化施策パッケージ」（令和３年12月）・「改正振興基準」（令和４年７月）に基づき、

中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エ

ネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた取組を強化すること。 

 



 

 

令 和 5 年 8 月 4 日 

 

 

 

愛知労働局長 

阿 部 充 殿 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会 長 中 山 徳 良 

 

 

 

愛知県の特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申) 

 

当審議会は、令和 5年 7月 4日付け愛労発基 0704 第 2 号をもって最低賃金法第 21 条

の規定に基づき貴職から諮問のあった愛知県の特定最低賃金の改正決定の必要性の 

有無について、慎重に審議した結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 

  



別紙 

 

以下2件の愛知県の特定最低賃金について改正決定することを必要と認めると

の結論に達した。 

 

1 愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最

低賃金公示第3号) 

2 愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6

号) 

 

以下3件の愛知県の特定最低賃金について改正決定する必要性について、全会 

一致に至らず、必要性有りとの結論に達し得なかった。 

 

1 愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成

20年愛知労働局最低賃金公示第4号) 

2 愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造

業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第5号) 

3 愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第9号) 



 

 

 

 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会 長 中 山 徳 良 殿 

 

 

 

愛知労働局長 阿 部  充 

 

 

 

最低賃金の改正決定について（諮問） 

 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第 2項の規定に基づき、下記最低賃金

の改正決定について、貴会の調査審議をお願いする。 

 

記 

 

1 愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最

低賃金公示第3号) 

2 愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6

号) 

愛労発基 0804 第 1 号 

令和 5 年 8 月 4 日 




